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人権理事会設置の決議案について、10月サミット文書が出されて後、12月19日付の総会議長裁定案を受けて12月24日に審議があり、その後最新の2月1日付けエリアソン議長の最終裁定案が提出された。これらの議論の内容について、国連総会第三委員会に参加した大谷弁護士と足木人権人道課長より説明があった。

大谷弁護士からは、現在経済社会理事会の下で認められているNGOの参加資格が、総会直下の人権理事会となった場合に維持されるのか、という疑問点が紹介されたほか、議論のスピードが速すぎて多くの関係者がついていけていないのではという懸念、また、人権理事会の下で、従来実質的に国連の人権メカニズムを培ってきた人権小委員会のような専門家機関や特別手続などが維持されるのかという論点が指摘された。さらに、人権理事会とは別の問題だが、現在人権高等弁務官事務所（OHCHR）の行動計画が条約機関の統合化に触れていることも指摘された。

足木人権人道課長からは、日本政府として人権理事会の最初のメンバー国となる期待が表明され、2月1日段階の決議案の紹介が行われた。まず、6月はじめに最初の会合を開催するという予定と、そのために最初の選挙が5月にあるということが説明された。また2月1日現在の案では理事国数は45ヵ国となっており、選出のための票数については、全加盟国の3分の2という案と2分の1という案が併記されている旨の説明があった。Universal Periodic Reviewについては、「客観的で信頼できる情報にもとづき」と、「双方向の対話」というに要素が特記され、全加盟国による人権状況の把握を行うこととなっている。NGOの参加の重要性が確認されており、従来のNGO参加規定に準じることが記載されている。人権小委員会や特別手続については、とりあえず存続させるが、1年後に見直すこととなっている。多くの部分はまだ決まっておらず、残された論点も少なくない。そのため、最初の理事国となることは、実質的に今後の人権理事会をどうしていくのかという点を決める段階に積極的に参加するという意味がある、と説明された。

　藤本講師からは、残されている論点について紹介と今回の人権理事会創設の持つ意味についての問いかけがあった。専門家機関である人権小委員会には、そもそも政治機関である人権委員会とは異なった機能と役割があり、新たな人権理事会の下でそれをどのように確保するのかが明らかになっていないこと、1503手続以外の専門家機関への通報については、今後どのようになるのか、といった点が論じられていないという指摘があった。そうした点を受け、今回の人権理事会創設は、果たして人権メカニズムの憲章機関への格上げと捉えるべきかどうかという点について、むしろ今回は単なる名称変更に過ぎないのではないか、という批判があることが紹介された。また、条約機関と憲章機関は異なる存在だが、実質的にはつながりがある中で、役割や機能の違い、たとえば条約機関における政府報告書審査とUniversal Periodic Reviewがどのように異なるのかがはっきりしないこと、また人権小委員会を切り離した場合には憲章機関としての人権機構が弱体化することになるおそれがある、という指摘があった。

　

　質疑にはいり、以下の点が協議された。

理事会の会議期間や場所はどうなるのか、という質問に対しては、現在出ている案は3回以上、10週間以上、場所はジュネーブとなっているとの説明が外務省よりあった。

現在係属中の、先住民や障害者権利などの条約案の検討について、人権理事会ではどうなるのか、という質問については、現在係属中の作業部会については、おそらく継承されるだろうという見込みが外務省から示された。

第62会期人権委員会は最後の委員会となるのか、という質問に対しては、3月13日から4月16日にかけて予定されている会期自体も、どのようになるかはっきりしておらず、理事会が創設された場合は、内容面は理事会にという声も強い、と外務省から説明された。

NGOの中でも国連改革に絡む動きについては、情報の格差が広がっており、小さなNGOでは追いついていけない。現在、他に問題となっている点はないのか、という質問に対しては、ファシリテーターの寺中から、国連改革論議は主にニューヨークの国連本部で進められており、ジュネーブとニューヨークの両方に事務所を持つNGOでないと確かに情報を追うのが難しい側面がある、との回答があり、現在、例えば、緊急の人権侵害状況への取り組みについて決議に含めるべきという意見があったが、この議長裁定案には含まれていない、ということが紹介された。また外務省からは、大規模人権侵害への取り組みについては、各国とも、外交上今は出しにくい状況にあると説明された。

人権理事会になることのメリットは何か、という質問に対しては、外務省から、何よりもまず常設となることという点が重要である、と説明された。その上で、現在は憲章改定という困難な手続きを避け、実質的に安保理と同じレベルにまで持っていきたい、という期待が示された。一方、大谷弁護士からはもともとのハイレベルパネルでの議論では、人権委員会のメンバー国の信頼性の問題が大きく取り上げられていたのが、いつの間にか理事会創設の動きになってしまったが、メンバー国をReviewする手続が用意されたのは評価できる、というコメントがあった。

そもそも人権理事会は国連改革に資するのかという質問に対しては、実質的には動いてしまっているものに対応しているのが現状であるという説明が他のNGOなどからもなされたが、足木課長からは、戦後60年となった現在、国連改革は必要であり、そこで人権に焦点があたったことの意味は重要であるとの指摘があった。一方で、人権保障の機能が人権理事会への格上げにより実質的に消されてしまうことへの懸念がNGOにはある、との懸念が表明された。

人権理事会へのNGO参加に関しては、現在、経済社会理事会の協議資格を持たないNGOは、今後どのような手続きを経ることになるのか、という質問に対しては、外務省から、文言上は、現状のアレンジを引き継ぐとあり、それの妥当性を、最終的には最初の理事会で決定することになるだろうとの説明があった。また、経済社会理事会のNGO規程そのものの問題もあることも指摘された。今後の参加資格をどこが出すかという点については、現在は準用規定があるのみ、との説明が外務省からあった。

これに関連して、Universal Periodic Reviewの際のNGO参加はどうか、という質問に関しては、総会での参加資格が現在は原則としてはないという問題も含め、NGO参加資格全般の問題であるとの説明が、ファシリテーターからあった。

会場からは他に、専門家メンバーに政府からの独立性をもっと保障してほしい、専門性のある諮問委員会を人権理事会の下に設けることは必要であり、そこに提案権も与えるべきである、との意見が出された。また、人権分野がジュネーブに集中されていることのメリットとデメリット、さらに、NGOから政府代表にはいるということの功罪についても考えるべきであるとの指摘などがあった。

最後に、「保護する責任」（Responsibility To Protect）の概念がハイレベルパネル報告書、事務総長報告書（In Larger Freedom）、サミット文書などの人権分野に出てきていることについて、人権理事会がかえって「保護する責任」に利用されるという最悪のシナリオを想定することもできる、という指摘がNGOからあった。これに対しては、「保護する責任」とは国家主権を見直すものでもあり、人権分野に取り入れられたのは、前向きに評価してよいのではないか、という意見が会場から寄せられた。その上で、今後「保護する責任」と人権機関とのかかわりについて、NGOとしても評価、検討を進める必要がある、とファシリテーターからの指摘があった。

以上をもって散会した。
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